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論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表    

 

学位規則第 8条に基づき、論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表する。 

 

○氏名      横田 祐美子（よこた ゆみこ） 
○学位の種類   博士（文学） 

○授与番号    甲 第 1297 号 

○授与年月日   2019 年 3 月 31 日 

○学位授与の要件 本学学位規程第 18 条第 1項 

         学位規則第 4条第 1項 

○学位論文の題名  脱ぎ去りの思考： 
ジョルジュ・バタイユにおける思考のエロティシズム 

○審査委員 （主査） 加國尚志(立命館大学文学部教授) 

亀井大輔(立命館大学文学部准教授) 
        岩野卓司(明治大学教養デザイン研究科・法学部教授) 

 
＜論文の内容の要旨＞ 
【論文の構成】 
本論文は序論、本論全 2 部・5 章で構成される。各章の概要は以下の通りである。 

序論、第一部「非−知と思考」第一章「非−知と概念知」第二章「非−知の萌芽−−−『ドキ

ュマン』期における低次唯物論」第三章「非−知と絶対知−−−ヘーゲル、コジェーヴを介

して」、第二部「思考とエロス」第四章「脱ぎ去りの思考と娼婦のフィギュール」第五

章「脱ぎ去りの思考と哲学的エロス」、結論。 
【論文内容の要旨】 
 本論文は、ジョルジュ・バタイユ（1897-1962）における知や思考の問題をエロティ

シズムの問題と結びつけることによって、彼の思想を哲学の営みのうちに位置づけるも

のである。本論文は彼の思想を「非−知の哲学」と規定し、概念知とは異なる「非−知」

をひとつの「思考」とすることにより、彼が概念知の限界における「問いへの投入」と

しての知の経験を求めていたことを示すものである。第一部では、バタイユが初期の「低

次唯物論」において、あらゆる形相の及ばぬ物質の経験を重視し、概念知の及ばぬ経験

を語っていたことを明らかにし、彼の思考の一貫性を提示する。続いて、バタイユにお

けるヘーゲルについての考察を追いながら、ヘーゲルの「絶対知」の終点において、完

結することのない「非−知」が開かれ、そこにバタイユ独自の「用途なき否定性」の概

念が見出されることが明らかにされる。第二部では、「非−知」が概念知を脱ぎ去る思考

としてプラトン的なエロスと比される「エロティック」な思考であることが、バタイユ
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の小説『マダム・エドワルダ』における娼婦の表現と現代フランスの哲学者ジャン＝リ

ュック・ナンシーの解釈を通じて示される。以上の考察から、バタイユは、単純に知を

否定したのではなく、知の限界で概念によっては到達できない「未知のもの」を求める

「エロス」を「非−知」として思考しようとした哲学者であったことが結論される。 
 
＜論文審査の結果の要旨＞ 

【論文の特徴】 
 本論文は、従来「文学者」として評価されてきたバタイユの著作を、先行研究への批

判を行いつつ丹念に読み込むことにより、彼を「哲学者」として評価しようとする野心

的な研究である。研究史上の大きな転換点となりうる大胆な仮説・主張を、文献につい

ての細密な知識を駆使して裏付けることに成功している。またそのことを通じて、一貫

して「哲学とは何か」という問いが反復され、ソクラテス以来、哲学の始まりにある問

いの経験を「非−知」として示すことにより、哲学の本質の再定義が試みられる点で、

本論文は哲学論としての内実も備えたものとなっており、哲学研究としても独自性をも

つ論文である。 
【論文の評価】  
 本論文は、従来のバタイユ研究では欠落していた「哲学者」としてのバタイユという

視点を強く打ち出し、研究上の解釈の視点の大きな変更を求める、大胆で独創的な研究

である。申請者は、初期バタイユの「低次唯物論」や後年のヘーゲル哲学との対決を綿

密に描くことで、こうした強い主張に一定の説得力を与えることに成功している。また

小説『マダム・エドワルダ』と哲学的著作『内的経験』との関係を示すことにより、バ

タイユにおける「娼婦」の表現が、彼の「非−知の哲学」と深く結びついたものである

ことを示し、彼におけるエロスの表現が思考の欲望の表現であることを示した点も、本

論文の主張の説得性を高めており、本論文がバタイユ研究の枠内において大胆で刺激的

な論考であるだけではなく、哲学の本質をめぐる議論にも寄与する論点を提示し得てい

る点は高く評価できる。また論述の明快さ、註の付け方の的確さなども、学術論文とし

て高い水準にあるものと評価できる。 
 一方で、プラトンとバタイユとの相違やヘーゲル哲学の内在的理解について、さらな

る論述が望まれたこと、「脱ぎ去り」と性差の問題への考察の必要性、よりバタイユの

両義性に即して理解する必要性などが審査員から指摘された。申請者はこれらの指摘に

対して、本論文の論述の背景となる知識や今後の研究の展望などを語ることで、十分な

回答を行うことができた。 
 以上、公開審査とそれを踏まえた審査委員会判定会議の議論により、審査委員会は本

論文が本研究科の博士学位論文審査基準を満たしており、博士学位を授与するに相応し

い水準に達しているという判断で一致した。 
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＜試験または学力確認の結果の要旨＞ 

本論文の公開審査は 2019 年 1 月 14 日（月）15 時 15 分から 17 時 30 分まで、立命館

大学衣笠キャンパス末川記念会館第二会議室で行われた。 
 審査委員会は、公開審査において本論文の主要分野である「西洋哲学及びフランス現

代思想」について、申請者の「西洋哲学ならびにフランス現代思想についての知識」「哲

学と文学についての知識」について試問し、それぞれについて十分な回答を得ることが

できた。また本学大学院文学研究科人文学専攻博士後期課程の在籍期間中における学会

発表などの研究活動の学問的意義についても確認を行なった。それらを通じて申請者が

博士学位に相応しい能力を有することを確認した。 
 したがって、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、博士（文学 立命館大学）の

学位を授与することが適当であると判断する。 
 


